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阿  久  根  市  



 
 



 
議  案 

 

番  号 

件               名 ペ ー ジ 

38 

阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及

び阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 
１ 

39 
阿久根市職員の育児休業等に関する条例及び阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
４ 

40 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ８ 

 

 



 
 



議案第38号参考 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及び阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙に

おける選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について関係新旧対照表 

（第１条関係） 

○ 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例（平成８年阿久根市条例第10号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（公費の支払） 

第４条 阿久根市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の有償

契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべ

き金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自

動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等に対し支払う。 

⑴ （略） 

 

 

 

 

 

 

⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（以下「自動車借入契約」

という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自

動車借入契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合に

は、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日に

ついてその使用に対して支払うべき金額（当該金額が16,100円を超え

る場合には、16,100円）の合計金額 

（公費の支払） 

第４条 阿久根市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の有償

契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべ

き金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自

動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等に対し支払う。 

⑴ 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以下「一般

運送契約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて一般運送契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場

合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日につ

いてその使用に対して支払うべき金額（当該金額が64,500円を超える場

合には、64,500円）の合計金額 

⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（以下「自動車借入契約」

という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自

動車借入契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合に

は、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日に

ついてその使用に対して支払うべき金額（当該金額が15,300円を超え

る場合には、15,300円）の合計金額 
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イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 

当該契約に基づき当該契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自

動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の４第１

項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出の

あった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達

するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。） 

ウ （略） 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 

当該契約に基づき当該契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自

動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、7,350円に当該候補者につき法第86条の４第１

項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出の

あった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達

するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場

合 当該選挙運動用自動車の運転手（同一の日において２人以上の選

挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定す

るいずれか１人の運転手に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自

動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報

酬の額（当該報酬の額が12,500円を超える場合には12,500円）の合計

金額 

 

（第２条関係） 

○ 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例（平成８年阿久根市条例第11号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（公費の支払） 

第４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

（公費の支払） 

第４条 阿久根市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の有償契

約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべ

き金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当た

りの作成単価に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて当

該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場（法第144条の２第８項の規

定により設置されたポスター掲示場をいう。以下同じ。）の数に1.2を乗じ

て得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、
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２ 前項の作成単価は、586円88銭に当該選挙が行われる区域におけるポスタ

ー掲示場の数を乗じて得た金額に92,700円を加えた金額を当該選挙が行われ

る区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数があ

る場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を

超える場合には、当該単価の限度額とする。 

当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて

得た金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポ

スターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業と

する者に対し支払う。 

２ 前項の作成単価は、510円48銭に当該選挙が行われる区域におけるポスタ

ー掲示場の数を乗じて得た金額に92,700円を加えた金額を当該選挙が行われ

る区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数があ

る場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を

超える場合には、当該単価の限度額とする。 
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議案第39号参考 阿久根市職員の育児休業等に関する条例及び阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について関係

新旧対照表 

（第１条関係） 

○ 阿久根市職員の育児休業等に関する条例（平成４年阿久根市条例第12号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第５

条第２項、第７条、第８条、第10条第１項及び第２項、第14条、第15条、第

17条、第18条第３項並びに第19条第１項から第３項まで及び第５項の規定に

基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

⑴ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 

⑵ 勤務日の日数            を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用

された短時間勤務の職を占める職員                 

        を除く。次条において同じ。） 

（第１号部分休業の承認） 

第20条 育児休業法第19条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は                                                                             

                                   

                                   

            、30分を単位として行うものとする。 

２ 勤務時間等に関する条例第17条の規定により特別休暇（当該子の育児を事

由とするものに限る。以下この項において同じ。）又は介護時間の承認を受

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第５

条第２項、第７条、第８条、第10条第１項及び第２項、第14条、第15条、第

17条、第18条第３項並びに第19条第１項及び第２項       の規定に

基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

⑴ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用

された短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）を除く         。） 

（部分休業   の承認） 

第20条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休業をいう。以下

同じ。）の承認は、勤務時間等に関する条例第８条第１項に規定する正規の

勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条に

おいて同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）

の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。 

２ 勤務時間等に関する条例第17条の規定により特別休暇（当該子の育児を事

由とするものに限る。以下この項において同じ。）又は介護時間の承認を受
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けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する第１号部分休業の承認

については、１日につき２時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を

受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につき、当該

非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた

時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76

号）第61条の２第20項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で）行うものとする。 

（第２号部分休業の承認） 

第20条の２ 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第

１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１

時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあって

は、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することがで

きる。 

⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合で

あって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務

時間の時間数 

⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当

該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間） 

第20条の３ 育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月

１日から翌年３月31日までとする。 

（育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条

例で定める時間） 

第20条の４ 育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準

として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める時間とする。 

けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業   の承認

については、１日につき２時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を

受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業   の承認については、１日につき、当該

非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた

時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76

号）第61条の２第20項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で）行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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⑴ 非常勤職員以外の職員 77時間30分 

⑵ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10を乗

じて得た時間 

（育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情） 

第20条の５ 育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２

項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことによ

り同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなけれ

ば同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生

じると任命権者が認める事情とする。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第21条 職員が育児休業法第19条第１項に規定する部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第12条（会計年度任用職員給与条例第７条第３

号においてその例によるものとされている場合を含む。）又は会計年度任用

職員給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給

与条例第11条（会計年度任用職員給与条例第７条第４号においてその例によ

るものとされている場合を含む。）又は会計年度任用職員給与条例第15条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第22条 育児休業法第19条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の

条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第21条 職員が                部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第12条（会計年度任用職員給与条例第７条第３

号においてその例によるものとされている場合を含む。）又は会計年度任用

職員給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給

与条例第11条（会計年度任用職員給与条例第７条第４号においてその例によ

るものとされている場合を含む。）又は会計年度任用職員給与条例第15条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。           

                              

 

（第２条関係） 

○ 阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和43年阿久根市条例第13号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（給与の減額） 

第14条 （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するため１日の勤務時間の全部又は一部（２時間を超えない範囲内又

（給与の減額） 

第14条 （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するため１日の勤務時間の一部    （２時間を超えない範囲内 
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は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。）を

勤務しないことをいう。）又は介護休暇（勤務時間等に関する条例第15条

の規定の例による介護休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間

当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

３ （略） 

                        の時間に限る。）を

勤務しないことをいう。）又は介護休暇（勤務時間等に関する条例第15条

の規定の例による介護休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間

当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

３ （略） 
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議案第40号参考 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について関係新旧対照表 

○ 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年阿久根市条例第23号） 

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者（第15条の４第１項において「配

偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわた

り日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をする

ため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介

護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超え

ず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期

間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。 

２・３ （略） 

 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第15条の３ 任命権者は、阿久根市職員の育児休業等に関する条例（平成４

年阿久根市条例第12号）第23条第１項の措置を講ずるに当たっては、同条

の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職員」とい

う。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措

置 

⑵ 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

⑶ 阿久根市職員の育児休業等に関する条例第23条の規定による申出に係

る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当

該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活

（介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者（第15条の３第１項において「配

偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわた

り日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をする

ため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介

護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超え

ず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期

間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。 

２・３ （略） 

 

（新設） 
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と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職

員の意向を確認するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

⑴ 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において

「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措

置 

⑵ 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

⑶ 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員

の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生

活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象

職員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した

事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第15条の４ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制

度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等

の請求等                       に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第15条の５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第15条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制

度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等

の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第15条の４ （略） 
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